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第２次金沢版働き方改革推進プラン骨子案 

 

１．策定の背景・目的 
○ 新型コロナウイルス感染症の影響により、通勤やオフィス出社など従来までの働き方か

ら、テレワークなどニューノーマルと呼ばれる新しい働き方が求められ、ポストコロナに

おいてもこの動きが継続されると考えられる。 

○ 第１次金沢版働き方改革推進プランで掲げた基本理念「生涯にわたり働きやすいまち 

金沢」を発展させ、金沢ならではの特徴を生かした新たな時代に期待される働き方の提案

を行う。 

○ また、若者の地元定着やリスキリングによるデジタル・ＤＸ人材の育成、企業における

ＤＸ化の促進など様々な課題の解決と、ＳＤＧｓやウェルビーイングなど近年重視されて

いる考え方を取り入れ、働き方改革のさらなる浸透を図る。 

 

２．計画期間と位置づけ 
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　○出典
　　・主な特長　①女性就業率：国勢調査（総務省）

③有効求人倍率：最近の雇用失業情勢（金沢公共職業安定所）
　　・主な課題　④管理的職業従事者に占める女性の割合：国勢調査（総務省）
　　　　　　　 ⑤男性育児休業取得率：賃金労働条件実態調査（石川県）、雇用均等基本調査（厚生労働省）

主な課題

① 人手不足の顕在化・働き手の確保

② 付加価値生産性の全体的な底上げ

③ 働き手のリスキリングによる人材育成

管理的職業従事者に占める女性の

④ 割合が全国以下

（R2年：金沢市 15.6％ 全国 15.7％）

⑤ 男性の育児休業取得率が全国以下

（R3年：石川県 6.5％ 全国 14.0％）

① 高い女性就業率

（R4年：金沢市 55.0％ 全国 51.7％）

② 子育て環境の充実、

地域コミュニティの形成

主な特長

３ 働きながら幸せを実感

できるまち

２ 生産性の高い働き方を

実践しているまち

１ 多様な人材が意欲を

持って働いているまち

第２次プランの将来像

① デジタル・ＤＸ化の推進とＡＩ、ＩｏＴ等

革新的技術の活用推進

④ スマートワーク等多様な働き方の推進

② ＳＤＧｓやウェルビーイングの意識の

高まり

社会情勢等

③ 女性・障害者・外国人等多様な人材の

活躍促進

⑤ 首都圏からの移住気運の高まり

③ 全国トップクラスの有効求人倍率

（R3年：金沢市 1.45倍 全国 1.16倍）

３．第２次金沢版働き方改革推進プランの将来像 
金沢市の特長や課題、社会情勢等を踏まえ、第２次金沢版働き方改革推進プランの将来像

を設定する。 
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４．第２次金沢版働き方改革推進プランの基本的な考え方 
第２次金沢版働き方改革推進プランでは、ＳＤＧｓやウェルビーイングなど「働きがい」

や「生きがい」につながる視点を基に、「働きがいと幸せを感じられるまち金沢」を基本理念

に掲げ、従業員のリスキリングによる人材の育成など最近の動勢を踏まえながら、３つの 

基本方針や施策の方向性に一部修正を加え、施策を推進する。 

    

 

基本理念 働きがいと幸せを感じられるまち金沢

基本方針に基づき、具体的な施策を推進

[本市の主な役割]
・働き方改革推進の更なる浸透

・多様な人材の活躍に向けた支援、企業とのマッチング支援
・中小企業の取組を後押しするための財政的･技術的支援
・好事例取組の紹介など積極的な情報発信

・家庭と仕事の両立支援や地域活動への参加促進等

○ 管理的職業に従事する女性の割合の向上

○ 産業全体の付加価値生産性の向上

○ 金沢市はたらく人にやさしい事業所表彰の受賞企業の拡大

⇒  ＫＰＩ（重要業績評価指標）として設定

目指す主な成果

基本方針１

多様な人材の活躍促進に

向けた環境づくり

基本方針２

労働生産性の向上に

向けた環境づくり

基本方針３

働きながら幸せを

実感できる環境づくり

基本方針
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第２次金沢版働き方改革推進プランの体系

基本理念

働
き
が
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金
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基本方針 施策の方向性

［基本方針１］

多様な人材の活躍促進

に向けた環境づくり

［基本方針２］

労働生産性の向上

に向けた環境づくり

［基本方針３］

働きながら幸せを

実感できる環境づくり

(2) 女性や若者が活躍しやすい環境の
整備

(7) 労働生産性向上を図る設備・新技術
等の導入促進に向けた環境の整備

(12) 育児・介護、治療や地域活動等と
仕事との両立に向けた環境の整備

(13) 多様な働き方や職場環境の改善等に
関する普及推進

(9) 健康経営の充実

(8) 次代を担うデジタル人材等の育成や
働き手のリスキリングへの支援

(11) 長時間労働の是正や処遇改善等に
向けた環境の整備

(3) 障害者等の就労支援の推進

(4) 就労促進に向けた外国人サポート
体制の強化

(5) 各分野での人材・担い手の確保、
活用の推進

(1) 生涯現役社会に向けた高齢者の
就労拡大

(6) 多様性を重視した就労の推進と
環境の整備

(10) 外部人材等を活用した労働生産性
向上の推進

(14) ウェルビーイングを尊重する働き方
の情報発信・啓発
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用語 解説 

テレワーク ＩＣＴ（情報通信技術）を活用し、時間や場所にとらわれない

柔軟な働き方。働き方改革において、「労働生産性の向上」と

「仕事と様々な要素の両立」の為、推進されている新しい働き

方 

ニューノーマル Ｎｅｗ（新しいこと）とＮｏｒｍａｌ（正常、標準、常態）を

組み合わせた造語。社会の大きな変化によって新しい常識が定

着することを表し、日本語では「新しい生活様式」 

リスキリング 新しい職業に就くために、あるいは、今の職業で必要とされる

スキル（技術能力）の大幅な変化に適応するために、必要なス

キルを獲得する／させること 

デジタル人材 デジタル人材とは、最先端のデジタル技術を活用して企業に対

して新たな価値提供ができる人材のこと 

ＤＸ人材 企業がＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）※を進める

うえで必要となるスキルや適性を備えた人材のこと 

※DX（デジタルトランスフォーメーション） 

企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル

技術を活用して、顧客や社会ニーズを基に、製品やサービス、

ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、

プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立す

ること 

ＳＤＧｓ 

（Sustainable-Development-Goals） 

持続可能な開発目標 

2015 年 9 月の国連サミットにおいて全会一致で採択された、

「誰一人取り残さない」持続可能で多様性と包摂性のある社会

の実現のため、2030 年を年限とする 17の国際目標 

ウェルビーイング 個人の権利や自己実現が保障され、身体的、精神的、社会的に

良好な状態にあることを意味する概念 

就業率 15 歳以上の人口に占める就業者の割合 

※就業者（国勢調査） 

調査期間中に、収入を伴う仕事を少しでもした又は収入を伴う

仕事を持っていて休業していた人 

有効求人倍率 求職者に対する求人数の割合 

有効求人倍率＝「月間有効求人数」÷「月間有効求職者数 

正規雇用 正社員のように、労働契約関係のうち、期間を定めないで雇用

する雇用形態のこと。アルバイト・契約社員・派遣社員など、

それ以外の雇用形態は「非正規雇用」という 

付加価値額 企業の生産活動によって新たに生み出された価値のこと。 

付加価値額＝売上高－費用総額＋給与総額＋租税公課で算出 

育児休業取得率 出産した本人または配偶者が育児休業を取得した場合の割合 

男性：育児休業取得者数÷配偶者が出産した社員数×100 

女性：育児休業取得者数÷出産した社員数×100 

 


